
補助金の申請方法、問合せ先などは裏面をご覧ください。

申 請 期 間
令和５年１０月２日（月）から令和６年１月３１日（水）まで

※上記期間内であっても予算がなくなり次第受付を終了します。

補 助 対 象 者

新城市内に事業所を有し、常時使用する従業員が、商業・サービス業（宿泊業・娯楽業を除く。）

は５人以下、その他業種は２０人以下の小規模事業者、個人事業主、その他法人（公共法人・任

意団体は除く）。

※自社の業種について、新城市ホームページ「小規模事業者の定義」にてご確認ください。

※農業・林業事業者、医療法人、社会福祉法人、ＮＰＯ法人等も対象となります。

補助対象事業

市内事業所の既存の空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、冷蔵冷凍設備を消費電力等が減

少する同種の省エネ設備（以下「対象省エネ設備」という。）へ更新を行う事業であって、次の

いずれにも該当するもの。

⑴ 令和５年７月１日以降に購入かつ設置した新品（未使用）の対象省エネ設備であること。

⑵ ＬＥＤ照明設備へ更新を行う事業にあっては、蛍光灯、白熱灯等のＬＥＤ照明設備以外か

らＬＥＤ照明設備に更新する事業であること。ただし、電球・蛍光灯のみの更新は除く。

⑶ 国、県等から同一設備に対する補助金等の交付を受けている事業でないこと。

⑷ 居住及び事業で併用している居室等の設備の更新を目的とした事業でないこと。

対象省エネ設備

補助対象経費

補助対象事業に係る次に掲げる費用の合計額（消費税、振込手数料は除く）

※１０万円未満は補助対象外

⑴ 購入する対象省エネ設備に係る設計費用、購入費用、設置工事費用

⑵ 既存の設備に係る撤去費用、処分費用

⑶ その他対象省エネ設備の更新に係る費用

補 助 金 額 補助対象経費×２分の１ ※限度額：１補助対象者につき５０万円
※交付申請は１補助対象者につき１回のみです。

空調設備

LED照明設備 給湯設備 冷蔵冷凍設備

換気設備

省エネ設備への更新を支援します！

新城市小規模事業者省エネルギー設備更新支援補助金

エネルギー価格高騰の影響を受けている市内の小規模事業者を支援するため、事業者が実施する省エネ設

備の更新に要する経費の一部を補助します。



●申請の流れ

１．対象省エネ設備の購入（令和５年７月１日以降に購入かつ設置したもの）

・購入する設備が補助要件に合っているか、購入前に必ずご確認ください。ご不明な点はお問合せください。

・既存設備を撤去する前に、既存設備の写真を撮影しておいてください。また、型式、消費電力などが分かる

カタログ、仕様書を処分しないでください。交付申請の際に必要となります。

・令和６年１月３１日までに申請が間に合うように設置スケジュールを考慮して購入してください。

・予算が上限に到達した場合は申請の受付を終了しますのでご了承ください。

２．既存設備の撤去・対象省エネ設備の設置

・市内事業所の既存設備を撤去し、同一の事業所内に購入した設備を設置してください。

・設備の更新のみが対象となります。新規の設置は対象外となります。

３．交付申請（令和５年１０月２日から令和６年１月３１日まで）

・必ず設置後に申請してください。設置前の受付は不可、申請の予約も行いません。

・申請に必要な書類をすべてそろえて、新城市役所産業政策課（本庁舎２階）まで持参または郵送にて提出

してください。

・申請の受付は【先着順】となります。受付日は窓口提出の場合は提出時、郵送の場合は市役所到着日を受付

日とします。書類の不備により受付ができない場合がありますので、よくご確認の上、ご提出ください。

・交付の申請は１補助事業者に対し、１回のみです。

４．審査

・審査は通常１か月程度お時間をいただきます。（審査の内容によってはそれ以上かかることがあります。）

５．交付の決定、補助金の交付

・審査の結果、交付を決定した場合は、申請者の住所に交付決定通知書を送付します。

●交付申請時提出書類 ※詳細は新城市ホームページをご覧ください。

補助金申請先・お問合せ先 新城市役所 産業振興部 産業政策課
【住 所】〒４４１－１３９２ 新城市字東入船１１５番地（本庁舎２階）

【電 話】０５３６－２３－７６３４ 【ＦＡＸ】０５３６－２３－７０４７

【e-meil】shoukou@city.shinshiro.lg.jp

・新城市小規模事業者省エネルギー設備更新支援補助金交付申請書兼請求書（様式第１号）

→ 新城市ホームページからダウンロードできます。記載例を参照して記載してください。

・補助対象経費の金額の根拠となる書類の写し（見積書、請求書など）

・対象省エネ設備を購入した際の領収書、振込などの写し

・既存設備及び購入した対象省エネ設備の形状、規格、構造及び消費電力等が確認できるカタログの写し

または仕様書等の写し

・メーカーが発行した対象省エネ設備の保証書の写し

・既存の設備の配置状況が確認できる書類（写真または配置図面など）

・購入した対象省エネ設備の設置状況が確認できる写真

・申請者の市税等の滞納がないことを証明する書類（滞納のない証明書）

→ 新城市役所税務課にて取得してください（手数料：２００円）。

※既に設備の更新をした場合で、既存設備の写真がないときは、配置図面を申請時に提出してください。

ページ ID 227342849


